
 

介護予防ケアマネジメントの運用変更について 
 

１ 現状と課題 

⑴  平成 28 年度に介護予防・日常生活支援総合事業を開始し、開始時の

サービス提供体制に合わせて介護予防ケアマネジメントＡ及びＣの類

型を創設した。 

 ⑵  平成 30 年度に基準を緩和したサービスを利用する事業対象者等を

対象とする、地域包括支援センターが実施するモニタリング等を簡略

化する介護予防ケアマネジメントＢを創設した。 

 ⑶  介護予防ケアマネジメント数が増加しており、地域包括支援センタ

ー職員の業務量が増大している。また、介護予防ケアマネジメントＡし

か居宅介護支援事業所に委託できないため、同一世帯に要介護者と基

準緩和型サービスを利用する者がいる場合、別々の事業所が支援計画

を立てざるを得ない。 

 

２ 運用変更点 

⑴   ケアマネジメントＢについて、居宅介護支援事業所に委託できるも

のとする。 

⑵   介護予防サービス・支援計画の期間について、認定有効期間内とす

る。 

 

３ 実施時期（予定） 

  令和６年４月１日から実施する。 

 

４ ケアマネジメントの類型 

 

 
介護予防ケアマネ

ジメントＡ 

介護予防ケアマネ

ジメントＢ 

介護予防ケアマネ

ジメントＣ 

利用する 

サービス 

相当サービス 

短期集中型サービス 
基準緩和型サービス 

住民主体サービス 

配食サービス 等 

サービス 

担当者会議 
必須 省略可能 原則不要 

モ ニ タ リ ン

グ 

訪 問 （ 少 な く と も

３箇月毎） 

電話等（毎月） 

訪 問 （ 少 な く と も

６箇月毎） 

電 話 等 （ 少 な く と

も３箇月毎） 

原 則 不 要 （ 利 用 サ

ービスが実施） 

計画期間 12 月以内 → 認定有効期間内 － 

一部業務 

委託 
○ ×→〇 × 

資料４ 
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<参考> 

介護予防ケアマネジメントの実施状況について 

※各年度３月実績（令和５年度は令和６年１月実績） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

 953 件 905 件 955 件 1,042 件 

 

ケアマネジメントＡ 

（ う ち 居 宅 介 護 支 援

事業所への再委託） 

210 件

(167 件) 

222 件

(147 件) 

216 件

(117 件) 

260 件

(116 件) 

再委託率 80％ 66％ 54％ 45％ 

ケアマネジメントＢ 709 件 663 件 726 件 775 件 

ケアマネジメントＣ 16 件 4 件 2 件 7 件 


